
 
 

一

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
案
） 

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
廃
止
） 

第
一
条 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
国
等
の
負
担
割
合
の
引
上
げ
） 

第
二
条 

国
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
九
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
等
の
負
担
の
割
合
を
段
階
的

に
引
き
上
げ
、
平
成
二
十
年
度
末
ま
で
に
そ
の
割
合
を
二
分
の
一
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
四
項
中
「
及
び
第
七
項
」
を
「
並
び
に
第
七
項
又
は
第
九
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中

「
若
し
く
は
第
五
項
」
を
「
、
第
五
項
若
し
く
は
第
九
項
」
に
、
「
若
し
く
は
第
七
項
」
を
「
、
第
七
項
若
し
く
は
第
九

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

９ 

組
合
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第



 

二

七
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
児
休
業
若
し
く
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
育
児
休
業
の
制
度
に
準
ず
る

措
置
に
よ
る
休
業
、
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
育
児
休
業
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
法
第

十
三
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
又
は
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以
下
「
育
児
休
業
等
」
と
い
う
。
）
を
終
了
し
た
組
合

員
が
、
当
該
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
育
児
休
業
等
終
了
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当

該
育
児
休
業
等
に
係
る
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
場
合
に
お
い
て
、
組
合
に
申
出
を
し
た
と
き
は
、
育
児
休
業
等

終
了
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
以
後
三
月
間
（
育
児
休
業
等
終
了
日
の
翌
日
に
お
い
て
継
続
し
て
組
合
員
で
あ
つ
た
期
間
に

限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
報
酬
支
払
の
基
礎
と
な
つ
た
日
数
が
二
十
日
未
満
で
あ
る
月
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
月
は
除

く
。
）
に
受
け
た
報
酬
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
を
報
酬
月
額
と
し
て
、
標
準
報
酬
を
改
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

10 

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
改
定
さ
れ
た
標
準
報
酬
は
、
育
児
休
業
等
終
了
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日



 
 

三

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
年
の
八
月
三
十
一
日
（
七
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
月
か
ら
改
定
さ
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
翌
年
の
八
月
三
十
一
日
）
ま
で
の
標
準
報
酬
と
す
る
。 

 

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
九
項
」
を
「
前
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
、
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
八

号
）
第
三
条
第
一
項
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
（
同
法

第
十
三
条
及
び
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
裁
判
官
の
育
児
休
業
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条

第
一
項
の
規
定
（
第
百
条
の
二
に
お
い
て
「
育
児
休
業
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
育
児
休
業
」
を
「
育
児
休
業
等
（
育
児

休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
の
育
児
休
業
の
制
度

に
準
ず
る
措
置
に
よ
る
休
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
当
該
育
児
休
業
」
を
「
当
該
育
児
休
業

等
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

四

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
組
合
員
等
の
平
均
標
準
報
酬
額
の
計
算
の
特
例
） 

第
七
十
三
条
の
二 

三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
し
、
又
は
養
育
し
て
い
た
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
、
組
合

（
組
合
員
で
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
連
合
会
）
に
申
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
財

務
省
令
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
日
）
の
属
す
る
月
か
ら
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
至
つ
た
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
各
月
の
う
ち
、
そ
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
（
当
該
月
に
お
い
て
組
合
員
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
月
前
一
年
以
内
に
お
け
る

組
合
員
で
あ
つ
た
月
の
う
ち
直
近
の
月
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
月
」
と
い
う
。
）
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
以
外
の
子
に
係
る
基
準
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
が
標
準
報
酬
の
月
額
と
み
な
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該
み
な
さ
れ
た
基
準
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
従
前
標
準
報
酬
の
月
額
」
と

い
う
。
）
を
下
回
る
月
（
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
前
の
月
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
出
が
行
わ
れ
た
日
の
属

す
る
月
の
前
月
ま
で
の
二
年
間
の
う
ち
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
従
前
標
準
報
酬
の
月
額
を
当
該
下
回
る

月
の
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
平
均
標
準
報
酬
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬
の
月
額
と
み
な
す
。 

一 

当
該
子
が
三
歳
に
達
し
た
と
き
。 



 
 

五

二 

当
該
組
合
員
若
し
く
は
当
該
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
又
は
当
該
組
合
員
が
退
職
し
た
と
き
。 

三 

当
該
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
以
外
の
子
を
養
育
す
る
こ
と

と
な
つ
た
と
き
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
た
と
き
。 

四 

当
該
子
が
死
亡
し
た
と
き
そ
の
他
当
該
組
合
員
が
当
該
子
を
養
育
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。 

五 

当
該
組
合
員
が
第
百
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
七
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
）
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
（
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
条
第
一
項
中
「
（
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
（
次
項
及
び
第
八
十
七
条
の
二
」
に
、
「
こ
の
項
及
び
第
八

十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、

「
同
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

連
合
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
衆
議

院
議
長
若
し
く
は
参
議
院
議
長
、
社
会
保
険
庁
長
官
、
地
方
の
組
合
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
五
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
会
又
は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
（
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
年
金



 

六

保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
が
行
わ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
等
の
総
収
入
月
額
相
当
額
に
関
し
て
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
）
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
（
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

連
合
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
年
金

保
険
者
等
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
の
支
給
の
停
止
が
行
わ
れ
る
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
の

総
収
入
月
額
相
当
額
に
関
し
て
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
百
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
育
児
休
業
等
期
間
中
の
掛
金
の
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
育
児
休
業
規
定
に
よ
り
育

児
休
業
」
を
「
育
児
休
業
等
」
に
、
「
申
出
を
し
た
日
」
を
「
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
」
に
、
「
育
児
休
業
が
終
了
す

る
日
（
そ
の
日
が
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
が
一
歳
に

達
す
る
日
）
」
を
「
育
児
休
業
等
が
終
了
す
る
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
二
条
第
七
項
中
「
第
六
十
八
条
、
第
六
十
八
条
の
二
、
第
六
十
八
条
の
三
」
を
「
第
六
十
八
条
か
ら
第
六
十
八



 
 

七

条
の
三
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
六
十
八
条
の
二
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
に

改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
条
の
三
を
削
る
。 

（
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
厚
生
年
金
保
険
の
被
保

険
者
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
に
規
定
す
る
総
収
入
月
額
相
当
額
（
以
下
こ
の
項
」
を
「
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
総
収
入
月
額
相
当
額
（
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
第
一

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
算
退
職
年
金
又
は
障
害
年

金
の
支
給
の
停
止
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
共
済
法
第
八
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
等



 

八

に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
、
通
算
退
職
年
金
又
は
障
害
年
金
の
支
給
の
停
止
が
行
わ
れ

る
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
の
総
収
入
月
額
相
当
額
に
関
し
て
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 
則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

一 

第
三
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
八
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第

十
二
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
中
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
十
五
条
の
改

正
規
定 

平
成
十
六
年
十
月
一
日 

二 

第
三
条
の
規
定
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
八
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
附

則
第
十
二
条
の
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
二
十
条
の
三
を
削
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
条
中
国
家
公
務
員
等
共

済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定

並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律



 
 

九

（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
改
正
規
定
に
あ
っ
て
は
、
「
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
」

と
、
」
を
「
、
第
一
号
の
二
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
、
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
） 

平
成
十
七
年
四
月
一
日 

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
改
定
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
「
改
正
後
の
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の

規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
し
た
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
組
合
員
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

改
正
後
の
法
第
七
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
以
後
の
標
準
報
酬
の
月
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
育
児
休
業
等
期
間
中
の
組
合
員
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
「
改
正
前
の
法
」

と
い
う
。
）
第
百
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
改
正
後
の
法
第
四
十
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
者
（
同
日
前
に
改

正
前
の
法
第
百
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
育
児
休
業
等
を
開
始
し
た
日
を

平
成
十
七
年
四
月
一
日
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
法
第
百
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。 



 

一
〇

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
五
条 

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
八
条
の
三
」
を
加
え
、
同
条
第
四

項
中
「
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
、
」
を
「
、
第
一
号
の
二
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
、
」
に
、
「
と
、
同
法
附

則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
中
「
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
各
号
（
」
と
あ
る
の
は
「
「
次
の
各
号
（
第
一
号
及
び

第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
各
号
（
第
一
号
、
第
四
号
及
び
」
と
、
「
第
百
二
条
第
一
項
中
「
）
の
規
定
」

と
あ
る
の
は
「
）
及
び
附
則
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
」
と
、
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
「
組
合
員
の
掛
金
、
」

と
あ
る
の
は
「
組
合
員
の
掛
金
及
び
」
と
、
「
負
担
金
及
び
国
又
は
公
社
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
負
担
金
」
と
、
第
百

二
条
第
四
項
」
と
す
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）



 
 

一
一

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
附
則
第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条 

削
除 

（
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
公
布
の
日
か
ら
、
附
則
第
八
条
の
規
定
は
同
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
、
公
布
の
日
」
に
改

め
る
。 

 

附
則
第
八
条
を
削
る
。 

（
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 



 

一
二

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
十
九
条
の
二 

機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
を
「
第
六
十
八
条
の
二
第
一

項
た
だ
し
書
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
独
立
行
政
法
人
、
国
立
大
学
法
人
等
」
に
改

め
る
。 

 

附
則
第
五
項
を
削
る
。 

 



 
 

一
三

理 

由 

 

高
齢
期
等
に
お
い
て
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
国
民
的
合
意
に
基
づ
く
公
的

年
金
制
度
の
一
元
化
等
の
公
的
年
金
制
度
の
抜
本
的
改
革
を
行
い
、
将
来
に
わ
た
り
安
定
し
た
公
的
年
金
制
度
の
構
築
を
図
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
分
立
し
た
公
的
年
金
制
度
の
継
続
を
前
提
と
し
た
ま
ま
負
担
の
増
加
及
び
給
付
の
削

減
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
第
百
五
十
九
回
国
会
に
お
け
る
公
的
年
金
制
度
の
改
定
に
関
す
る
各
法
を
廃
止
し
て
広
く
国
民

に
開
か
れ
た
議
論
に
基
づ
く
制
度
改
革
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
廃

止
す
る
と
と
も
に
、
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
等
の
負
担
の
割
合
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
も
の
と

す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

  


